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広報みはるが好き広報みはるが好き
令和 7年 6⽉号令和 7年 6⽉号

郡
山
消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

★
６
月
８
日
（
日
）
〜
14
日
（
土
）

　
は
「
危
険
物
安
全
週
間
」
で
す

　

私
た
ち
の
身
の
周
り
に
あ
る
ガ

ソ
リ
ン
や
灯
油
、ス
プ
レ
ー
な
ど

の
危
険
物
は
火
が
つ
き
や
す
く
、

火
災
に
な
る
と
周
囲
に
甚
大
な
被

害
を
及
ぼ
す
場
合
が
あ
り
ま
す
。

危
険
物
に
は
取
扱
い
の
ル
ー
ル
が

定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、使
用
や

廃
棄
方
法
を
よ
く
確
認
し
、安
全

に
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

★
住
宅
用
火
災
警
報
器

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、全
て
の

住
宅
へ
の
設
置
が
義
務
化
さ
れ
て

い
ま
す
。正
し
い
場
所
は「
寝
室
」、

「
階
段（
寝
室
が
２
階
以
上
に
あ
る

場
合
）」で
す
。設
置
後
は
定
期
的
に

点
検
ボ
タ
ン
を
押
し
て
、万
が
一
の

際
に
確
実
に
な
る
よ
う
適
切
に
管

理
し
ま
し
ょ
う
。

三
春
町
で
は
、高
齢
者
等
の
世
帯
に

対
し
、住
宅
用
火
災
警
報
器
購
入
費
助

成
お
よ
び
三
春
分
署
や
地
元
消
防
団

に
よ
る
設
置
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
。

■問
郡
山
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
０
２
４
‐
９
２
３
‐
８
１
７
２

　

総
務
課
自
治
防
災
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
２
４
７
‐
62
‐
１
１
１
４

総
務
省
か
ら
の
お
知
ら
せ

★
６
月
１
日
（
日
）
〜
10
日
（
火
）

　
は
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周
知

　
啓
発
強
化
期
間
」
で
す

　

電
波
は
航
空
機
や
船
舶
、
警
察
、

消
防
、
救
急
用
な
ど
、
私
た
ち
の

生
活
の
安
心
・
安
全
の
確
保
に
使

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ル
ー
ル
を
守
っ
て
正
し
く
使
い

ま
し
ょ
う
。

■問
総
務
省
東
北
総
合
通
信
局
相
談
窓
口

　

☎
０
２
２
‐
２
２
１
‐
０
６
４
１

河
川
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
作
戦
を

実
施
し
ま
す

★
７
月
は「
河
川
愛
護
月
間
」で
す

　

県
の
「
河
川
愛
護
デ
ー
」
に
あ

わ
せ
て
河
川
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
作

戦
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
河
川
の
浄
化
に
つ
い
て

考
え
、一
人
ひ
と
り
の
心
が
け
で「
き

れ
い
な
川
」を
取
り
戻
し
ま
し
ょ
う
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
参
加
と
ご

協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■時
７
月
６
日
（
日
）

※
荒
天
時
は
13
日
（
日
）
へ
順
延

■問
建
設
課
建
設
グ
ル
ー
プ

☎
０
２
４
７
‐
62
‐
２
１
１
５

広　
告　
欄

実践！
02 Refuse（リフューズ）、始めよう。

～ごみ箱に捨てる前に１度考えてみませんか？～

６月５日（木）は「環境の日」！

環境にやさしい取り組み、実践しよう！

～豊かな自然を守るためにできること始めよう～
◆1972年 6月5日からストックホルムで開催された「国連人間
　環境会議」を記念して定められたものです。
◆国連では、日本の提案を受けて6月5日を「世界環境デー」と定め
　ており、 日本では「環境基本法」にて「環境の日」を定めています。

実践！
01 ごみを正しく分別しましょう。

実践！
04 ごみのポイ捨てはやめよう。

実践！
03 食品ロスを減らそう。

●ごみの分別方法は、
　各自治体によって異なります。
●町分別ガイドをご確認のうえ、
　正しい分別をお願いします。

●「Refuse」とは、ごみになるものは断り、
　ごみを減らす取り組みです。
●マイバックやマイボトルを持つことや
不必要なものは購入しないことで、ごみ

　の発生量が少なくなります。

●食材は使い切ろう。
●料理は残さず食よう。
●買ってすぐ食べるなら、
   「てまえどり」を実践しよう。

●ごみのポイ捨て（不法投棄）は、土壌
　汚染や水質汚濁、生態系の破壊、 悪
　臭などの原因となります。
●行為者には厳しい罰則が科せられる
　 ため、絶対にやめましょう。

分別ガイドはこちら

詳しくは詳しくは
こちらこちら

広告欄


